
作新学院中等部 いじめ防止基本方針実践のための行動計画 

 

作新学院中等部 いじめ対策委員会 

〇構成委員 

  校長、部長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、教育相談係主任、スクールカウ

ンセラー、当該学級担任、有識者・外部機関（警察・弁護士等） 

その他、外部有識者・団体・機関（警察・弁護士等）のほか、学習指導主任、人権教育係主任等を、

必要に応じて加える 

〇取組内容 

  いじめ防止等の全体指導計画、校内研修、定期的アンケート・教育相談、事実確認・いじめの認知判

断、内外連携等を行う 

 

緊急時の組織的対応（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① ②  ③ 
      
担 任 係教員        全教員 

 ↓ ↓   ↓ 
学年主任 ↓  ↓ 

 ↓ ↓  ↓ 

生 徒 指 導 部 へ 報告 

直ちに生徒指導部から管理職へ報告・相談 

「いじめ対策委員会」 
調査･認定、早期対応・事後対策等 

当該学年教育相談・生徒指導係 

教育相談・生徒指導係全体 

担任 
 

学年
主任 

□ 本人(生徒・保護者)からの訴え 
 
□ 他者等からの情報 

重大事態 

□ 外部団体へ 

連絡・通報、 

指導・助言、 

協力要請 

※ 警察 

  市子ども福祉課 

  県文書学事課 学校全体 

事態の対応・対処 

事態の収束後 

□ 担任、学年・関係教員で見守り、気がかりなことは教員間で情報共有する。

□ 定期アンケート調査で記入内容を継続確認する。 

□ 生徒指導部は３か月後程度を目安に当該生徒の面談を行う 

□ その他 

全 
 
体 
 
評 
 
価 

改  
 
善 

気になる情報は、予断な

く、事実の記録を報告！ 


